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研究要旨 

【目的】本研究は、高齢者を対象とした補完代替医療の利用状況に関する調査に行なうにあた

り、補完代替医療に関してどのような内容の設問が求められるかを検討することを目的とする。

【方法】わが国の国民を対象とした補完代替医療の利用状況に関するサーベイから、その設問

内容を整理する。【結果】補完代替医療の種類について、一般人、患者対象の調査両者において、

健康食品・サプリメントの利用がもっとも多かった。一般人対象と患者対象とで補完代替医療

の種類の利用割合が異なっていた。また 5～20％程度が補完代替医療によって健康被害を経験

していた。補完代替医療の利用目的やきっかけとしては、西洋医学を用いるほど深刻でないこ

とや健康促進や病気の予防が多かった。補完代替医療にかかる自己負担金額は対象によって幅

が見られた。【考察】補完代替医療の種類について、高齢者を対象とした調査の場合には、一般

の人びと向けだけではなく、患者対象の補完代替医療も必要な設問と考えられた。疾患を抱え

た人びとの多くが補完代替医療により健康被害を経験しているため、高齢者においても重要な

問いであると考えられた。ただし、利用目的やきっかけについてはあまり有効な問いとは考え

にくかった。高齢者の場合、健康に関心が高い人びとが多いため、自己負担金額は重要な設問

と考えられた。【結論】補完代替医療に関して高齢者を対象とした調査を実施する場合には、一

般の人びとが利用する補完代替医療の種類ばかりでなく、患者が利用すると思われる種類につ

いても必要な設問である。また補完代替医療による健康被害経験や自己負担金額についても重

要な設問である。 

 

Ａ．研究目的 

健康意識の高まりや健康の自己管理などを背景

に 、 補 完 代 替 医 療 （ Complementary and 

Alternative Medicine）が注目されている。補完

代替医療とは、特定の社会や文化における歴史上

のある期間において政治的に支配的なヘルスシ

ステム以外のすべてのヘルスシステム，治療法・

実践，それらに付随する理論・信念を包むヒーリ

ングのための幅広い領域と定義されている 1)。具

体的には、ボタニカルなどで知られるハーブ（薬

草）、ビタミン，ミネラル，サプリメントなどの「

天然物（Natural Products）」や、ヨガ、カイロ

プラクティック、オステオパシー、マニュピレー

ション、瞑想、マッサージ、鍼、リラクゼーショ

ン・テクニック（呼吸法、イメージ想起法など）

、太極拳、気功、ヒーリングタッチ、催眠療法、

姿勢療法（アレキサンダーテクニック、フェルデ

ンクライス法）、ピラテスなどの「身体と心への

施術（Mind and Body Practices）」とに分類され

る 2)。 

これらの補完代替医療の利用状況に関して、

the Centers for Disease Control and 

Prevention's（CDC）National Center for Health 

Statistics（NCHS）が行った過去 1 年間の補完

代替医療利用状況に関するレポートによれば 3)、

2002年に 32.3％、2007年に 35.5％、2012年に

33.2％がなんらかの補完代替医療を利用してい

ることが明らかにされており（いずれも年齢調整

済み）、米国における補完代替医療の高い利用状

況が見て取れる。 
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この状況は日本においても同様である。がん患

者を対象にした実態調査では補完代替医療を利

用している患者 44.6% 4)、慢性疾患患者を対象に

した調査結果では 75.1％ 5)、Family Medicine 

Clinic に通院する患者を対象にした調査では

80.0% 6)であった。また、患者に限定せず日本国

民全体を対象に電話調査をおこなった調査では

76％にものぼる 7)。さらに、工場従業員を対象と

した調査では 51％ 8)や地方自治体住民を対象に

した調査においても 60％程度の利用率である 9, 

10)。現代日本社会においては、患者の利用が高い

のはうなずけるところではあるが、米国に比して

みても、非常に多くの一般住民が補完代替医療を

利用している状況が見て取れる。 

しかし、これらの調査は年齢階級による検討が

乏しいという問題がある。先述の NCHSの 2007

年調査結果において年齢階級別の補完代替医療

利用割合をみると、50 歳代でもっとも利用割合

が高く 44.1%であった。60歳代 41.0％、70-84歳

32.1％、85 歳以上 24.2％と、高齢期よりも中年

期・壮年期の方が利用する傾向が垣間見える。現

在の状況では中年期・壮年期の人びとが補完代替

医療を利用しているが、高齢化する現代社会の状

況を考えると、今後、高齢者の補完代替医療の利

用も多くなることは想像に難くない。 

しかし、残念なことに、高齢者の補完代替医療

の利用状況に関するわが国の明確な知見は得ら

れていない。国民の 2.5 人に 1 人が 65 歳以上の

高齢者になると推計されている超高齢社会の現

代社会において、高齢者を対象とした調査を行な

うことによって、高齢者における補完代替医療の

利用の実態やその関連要因を明らかにすること

は非常に重要な健康政策課題であると考えられ

る。 

そこで、本稿では、高齢者を対象とした補完代

替医療の利用状況に関する調査に行なうにあた

り、これまでの補完代替医療の利用状況に関する

調査で検討されてきた設問項目を整理すること

で、高齢者における補完代替医療に関する調査に

おいて、どのような内容の設問が求められるかを

検討したい。 

 

Ｂ．研究方法 

これまでのわが国の国民を対象とした補完代

替医療の利用状況に関するサーベイから、その設

問内容を理論的に整理する。 

（倫理面への配慮） 

理論研究であるため倫理的問題はない。 

 

Ｃ．研究結果 

1. 補完代替医療の種類 

まず、補完代替医療を利用状況に関して、補完

代替医療の種類が示されている。平成 22 年度厚

生労働科学研究「統合医療の情報発信等の在り方

に関する調査研究」（研究代表者：福井次矢聖路

加国際病院院長）が実施した、一般人 3,178名を

対象とした医療機関以外で提供されている補完

代替医療の利用状況に関する調査によれば 11)、わ

が国においてもっとも多く利用したことがあり、

現在も利用することがある補完代替医療の種類

はサプリメント・健康食品 33.8％であることが示

されている。ついで、マッサージ（台湾式、タイ

式、足つぼを含む）13.0％、整体 10.4％、温泉療

法 9.0％、アロマテラピー8.4％、漢方（医療機関

で処方されるものは除く）7.1％、鍼灸 5.6％、ヨ

ガ 5.3％、骨つぎ・接骨 4.5％、カイロプラティッ

ク 4.5％、磁気療法 3.9％、森林テラピー3.2％、

音楽療法 3.1％、食事療法 2.4％、温熱療法 1.6％

、気功 1.1％、断食療法 0.8％、アーユルベーダ

0.8％、ホメオパシー0.4％、その他 0.3％となっ

ていた。また、2001 年に日本国民 1,000 名を対

象に電話調査をおこなった調査によれば 7）、過去

1年でもっとも多く利用された補完代替医療は栄

養ドリンク 43.1％であった。ついで、サプリメン

ト 43.1％、健康器具 21.5％、緑茶や烏龍茶、麦茶

を含むハーブや漢方（医療機関で処方されるもの

を除く）17.2％、マッサージ・指圧 14.8％、医療

用漢方 10.0％、アロマパセラピー9.3％、カイロ

- 200 -



プラティック・オステオパシー7.1％、鍼灸 6.7％

、ホメオパシー0.3％、その他 6.5％となっていた

。日本国民全体ではないものの、2009 年に宮城

県仙台市民 1,018 名を対象に郵送調査した調査

によれば 10）、過去 1 ヵ月でもっとも多く利用さ

れた補完代替医療は、サプリメント（ビタミン剤

・栄養補助食品など）58.6％であった。ついで、

栄養ドリンク・滋養強壮剤 49.0％、あんま・マッ

サージ・指圧 14.6％、健康器具・機械 10.6％、漢

方（保険適用されていないもの）9.0％、カイロプ

ラティック・整体 8.5％、アロマセラピー4.0％、

鍼灸 3.7％、気功 0.3％、その他 2.7％となってい

た。また、2011 年に慢性疾患患者 920 名を対象

に日本全国の患者会を通じて郵送調査をおこな

った調査によれば 5）、もっとも利用割合が高かっ

た補完代替医療はサプリメント／健康食品 47.9

％であった。ついでマッサージ 46.5％、電気療法

／温熱療法 31.8％、漢方薬 30.4％、鍼灸 24.7％

、気功／ヨガ／太極拳 17.0％、食事療法 15.8％、

心理療法 11.6％、アロマセラピー／ハーブ療法

6.8％、ホメオパシー／フラワーエッセンス 4.4％

、免疫療法／解毒療法 3.3％、その他 7.5％であっ

た。その他の内容は、温泉療法、園芸療法、特別

な運動、酵素、特別な健康器具、韓国式療法、特

殊な水などとなっていた。また、2001 年から

2002 年にかけて、がん患者 3,100 名を対象に、

日本全国のがんセンターや関連医療機関を通じ

て郵送調査を実施した調査によれば 4）、もっとも

利用割合が高かった補完代替医療はサプリメン

トであり、補完代替医療利用者の 96.2％が利用し

ていた。なかでも、キノコ類（アガリクス 60.6％

、担子菌由来培養抽出物（AHCC）8.4％）、プロ

ポリス 28.87％、漢方 7.1％、キトサン 7.1％、サ

メ軟骨 6.7％を利用していた。サプリメント以外

では、気功 3.8％、灸 3.7％、鍼 3.6％であった。 

 

2. 補完代替医療による副作用経験 

つぎに、補完代替医療を利用内容に関して、副

作用経験の有無が指摘されている。2008 年に薬

局を訪れた患者 242 名を対象に実施された調査

によれば 12）、69.4％の患者が補完代替医療（健康

食品）を利用経験があり、そのうちの 9.5％が健

康食品を使用することによって、具合が悪くなっ

た経験があると報告されている。1998 年に鍼を

受けている患者 391 名を対象に実施した調査に

よれば 13）、鍼を受けたことによる副作用として、

疲労感 8.2％、眠気 2.8％、既往症状の悪化 2.8％

があったと報告されている。先述の慢性疾患患者

920 名を対象に日本全国の患者会を通じて郵送

調査をおこなった調査においても 5）、補完代替医

療を利用している患者のうち 20.6％が体調が悪

化した経験があると回答している。療法別に見る

と、サプリメント／健康食品 13.2％、漢方薬 12.1

％、マッサージなど 9.4％、鍼灸 9.2％、食事療法

7.8％と報告されている。生じた症状は、関節や骨

や神経の痛み、吐き気、腹痛、湿疹などが挙げら

れている。先述のがん患者を対象にした調査でも

4）、がん患者の 5.3％が補完代替医療による副作

用があったと回答した。さらに、2013 年に日本

全国の生活習慣病、精神疾患、神経疾患、アレル

ギー、筋・骨格系疾患、婦人科系疾患、がんのい

ずれかで医療機関の治療を受けていると答えた

人びと 1,011 名を対象に実施されたインターネ

ットによる調査では 14）、28.2％の人びとが補完

代替医療を利用しており、そのうちの 15.1％が、

自分自身が補完代替医療の利用によって健康被

害をうけたと回答した。さらに、22.1％が身内や

知人に被害経験があると回答した。 

 

3. 補完代替医療の利用目的やきっかけ 

また、補完代替医療を利用内容に関して、利用

の目的やその理由が示されている。先述の 2001

年に日本国民 1,000 名を対象に電話調査をおこ

なった調査によれば 7）、補完代替医療を利用する

理由として、西洋医学を用いるほど深刻でない

60.4％、健康促進や病気の予防 49.3％、マスメデ

ィアによる広告 27.8％、病院での待ち時間に耐え

られない27.8％、家族や友人が利用している26.8
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％、西洋医学よりリラックスしたい 25.1％、ただ

の長期間の趣味 20.0％、西洋医学の効果が不十分

19.2％、西洋医学の副作用が怖い 17.1％、西洋医

学より効果を期待する 15.3％、西洋医学より痛み

や苦しみが少ない 13.4％、医師のすすめ 9.6％、

他の理由 10.1％があげられた。また、2003 年に

工場勤務従業員 263 名を対象に実施された調査

によれば 8）、西洋医学を用いるほど深刻でない

51.9％、健康促進や病気の予防 39.6％、病院での

待ち時間に耐えられない 17.9％、マスメディアに

よる広告15.7％、家族や友人が利用している15.7

％、西洋医学よりリラックスしたい 9.0％、ただ

の長期間の趣味 8.2％、西洋医学の効果が不十分

8.2％、西洋医学より効果を期待する 6.7％、西洋

医学の副作用が怖い 2.2％、医師のすすめ 2.2％、

西洋医学より痛みや苦しみが少ない 1.5％、他の

理由 6.0％があげられた。さらに先述のがん患者

を対象にした調査によれば 4）、自分自身からすす

んで補完代替医療を利用したがん患者は 23.3％

で、家族や友人のすすめによるものが 77.7％と多

かった。最後に、先述の慢性疾患患者 920名を対

象に日本全国の患者会を通じて郵送調査をおこ

なった調査では 5）、補完代替医療の利用目的・理

由として、病院の治療の補完目的 65.2％、症状緩

和 53.7％、副作用が少ない 50.2％、予防や再発

予防 48.6％、病気の治療目的 48.4％、薬を減ら

すため 32.9％、家族の強い勧め 25.2％があげら

れ、さらに補完代替医療の利用のきっかけとして

友人知人の勧め 42.1％、雑誌・新聞・広告 23.6％

、家族の勧め 20.8％、友人知人が利用 16.8％、主

治医の勧めや処方 14.5％、テレビ 13.6％、薬局・

ドラッグストア 12.4％、家族が利用 8.6％、イン

ターネット 7.5％、その他 8.6 があげられていた

。 

 

4. 補完代替医療にかかる自己負担金額 

最後に、補完代替医療を利用内容に関して、補

完代替医療にかかる自己負担金額についての検

討がある。先述の 2001年に日本国民 1,000名を

対象に電話調査をおこなった調査によれば 7）、西

洋医学にかかる自己負担金額は年間 19,080 円に

対し、補完代替医療は 38,360 円であった。また

、先述の工場勤務従業員 263名を対象に実施され

た調査によれば 8）、西洋医学にかかる年間自己負

担金額は 21,300円で、補完代替医療は 17,500円

であった。 

 

Ｄ．考察 

本稿は、高齢者における補完代替医療に関して

どのような内容の設問が求められるかを検討す

るために、これまでの補完代替医療の利用状況に

関する調査で検討されてきた設問項目を整理し

た。その結果、補完代替医療の種類、補完代替医

療による健康被害、補完代替医療の利用目的やき

っかけ、補完代替医療にかかる自己負担金額が取

り上げられてきたことが明らかになった。 

補完代替医療の種類に関して、我が国では天然

物として分類されるサプリメント・健康食品を多

く利用していることがいずれの調査からも示さ

れており、高齢者を対象にした調査においても、

非常に重要な設問項目であるといえる。また高齢

者の場合は、疾患を抱えている割合がそうでない

人びとに比べて高いことが容易に想像されるこ

とから、一般の人びとを対象にした調査で用いら

れている補完代替医療の種類はもちろん、患者を

対象にした調査で用いられている補完代替医療

の種類についても、設問項目として用いるのが適

切であろうと思われる。その意味で言えば、一般

の人びとを対象に補完代替医療の種類を包括的

に示した平成 22 年度厚生労働科学研究 11）で取

り上げられた項目、サプリメント・健康食品、マ

ッサージ、整体、温泉療法、アロマテラピー、漢

方、鍼灸、ヨガ、骨つぎ・接骨、カイロプラティ

ック、磁気療法、森林テラピー、音楽療法、食事

療法、温熱療法、気功、断食療法、アーユルベー

ダ、ホメオパシー以外に、患者対象の調査のみ取

り上げられている免疫療法／解毒療法などを組

み合わせることが望ましいといえよう。 
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本稿は国内での補完代替医療についての利用

状況について検討したが、留意すべき点として、

海外との違いをどのように浮き彫りにするかと

いう問題も大事であろう。海外に目を向けてみる

と、2002 年、2007 年、2012 年の 3 時点でアメ

リカ人 88,962 名を対象に実施した補完代替医療

の利用についての調査によれば 3）、いずれの年も

もっとも多く利用された補完代替医療はサプリ

メントであった（それぞれ 18.9％、17.7％、17.7

％）。この点は日本と大きく変わることはない。

しかし、それ以外の補完代替医療項目を見ると、

2012 年では呼吸法によるエクササイズ 10.9％、

ヨガ・太極拳・気功 10.1％、カイロプラティック

・オステオパシー8.4％、瞑想 8.0％、マッサージ

セラピー6.9％、食事療法 3.0％、ホメオパシー2.2

％、リラクセーション 2.1％、イメージ療法 1.7％

、鍼灸 1.5％、エネルギー療法 0.5％、自然療法

0.4％、催眠療法 0.1％、バイオフィードバック 0.1

％、アーユルベーダ 0.1％となっている。つまり

、アメリカにおいては心に対する施術もまた重要

な補完代替医療の項目として考えられている。一

方、日本はといえば、心の施術というよりは、サ

プリメントなどの天然物や身体的な施術のほう

に重きが置かれている。したがって、国際比較研

究という視点にたてば、心の施術に関する項目も

必要な設問と考えられるが、高齢者を対象とした

調査に心の施術に関連する項目を実際に用いる

のは、わが国の現状をふまえれば時期尚早と言え

るのではないだろうか。 

つぎに、重要と思われるのは、利用の種類ばか

りでなく、補完代替医療を利用することによって

被害があるという可能性が指摘されていること

である。高齢者の場合は、とりわけ健康に関心が

生じる世代であるため、玉石混淆の補完代替医療

から被害を受けやすい the vulnerable な存在と

考えられるため、補完代替医療によって健康被害

を受けたかどうか、そしてどのような被害を受け

たかを明確にすることは健康政策課題にとって

も重要な問題と思われる。患者を対象にした調査

の場合、5～20％の範囲で何らかの健康被害を経

験しているという結果をふまえれば、高齢者の場

合もそれと同様程度の健康被害を受けていると

推察できる。したがって、高齢者を対象とした調

査においても補完代替医療を利用したことでど

のような健康被害を受けたかを探究する必要が

あるといえよう。 

利用の目的やきっかけに関する設問について

は、その多くが医療にかかるほどでないことや健

康維持・病気予防を目的やきっかけとしていた。

健康維持や促進に大きな関心を寄せると思われ

る高齢者においても同様の目的やきっかけと考

えられるし、むしろより強くこれらの目的やきっ

かけをもつと考えられることから、とりわけこの

項目を高齢者対象の調査に積極的に取り入れる

必要はないのかもしれない。現に、これらの項目

は何らかのメカニズムを説明するために用いら

れると言うよりも、実態を示すにとどまる設問と

して用いられる傾向にあるため、学術的な意味合

いから見てもあまり有用な設問とは考えにくい。 

最後に、補完代替医療にかかる自己負担金額は

調査対象者によって大きな違いが見られた。一般

の人びとを対象にした調査では年額 4万円弱で、

工場勤務従業員より高い金額であった。高齢者は

その多くが、リタイヤした人びとであるため、工

場勤務従業員の結果よりも一般の人びとの結果

の方が参考になる。つまり、補完代替医療にかけ

る金額がより多額になるのではないかと考えら

れる。時事的な点から言えば、対象には補完代替

医療関連品目は入っていないようだが、2017 年

1月からセルフメディケーション税制が開始され

たことで、より医薬品に対する購買行動が活発に

なるだろう。この動向により、健康に関心が高い

高齢者もまた補完代替医療に対する購買行動が

強まることが推察される。つまり、補完代替医療

にかかる自己負担額がどれほどであるのかにつ

いても高齢者を対象とした調査には必要な設問

項目であるといえよう。 
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Ｅ．結論 

補完代替医療に関して高齢者を対象とした調

査を実施する場合には、一般の人びとが利用する

補完代替医療の種類ばかりでなく、患者が利用す

ると思われる種類についても必要な設問である。

また補完代替医療による健康被害経験や自己負

担金額についても重要な設問である。 
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